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令和 5 年度 第 1 回横須賀支部会 議事録 

 

議事録作成 池田 一穂 

 

○日時 令和 5 年４月 21 日（金）16:20~17:20 

○場所 ヴェルクよこすか（横須賀市勤労福祉会館）第 1 研修室 

○司会 中山幹事 

○書記 池田 

○参加人数 会場参加 19 名、zoom 参加 1 名 

 

〇吉川支部長あいさつ 

 横須賀支部は、会員の皆様のお顔が見える支部になってくれることを希望しています。

本日は懇親会もございますので、またそちらの方でご挨拶させていただきます。 

 

1. 県会各部会員（第 23 期）等からの報告 

①総合管理部総務厚生部会 富永部会員 

3 月 2 日、３月 13 日に財務部会、４月 7 日に全体部会を行っている。財務部会において

は会計の統一ルールの確認。全体部会では次期への申し送り事項について話し合いが行わ

れた。 

②広報渉外部会報部会 平川副部会長 

6 月号の会報に 12 支部すべての懇親会での写真を掲載したいと考えている。 

私（平川副支部長）が次期部会長に指名される可能性がある。 

③教育部 櫻井部員 

zoom 会議を毎月開催している。４月 24 日最終の会議を予定している。 

３月 10 日に行われた関東甲信越地域協議会の労務管理地方研修会において、神奈川県労

働安全衛生部会の代表として講演を行った。 

3 月 17 日に特定社労士研修会を開催。 

3 月 18 日は神奈川の専門部会の発表会を開催。 

3 月 24 日に倫理研修を実施した。倫理研修は５年に一度必ず受講してもらうものです。

出席をお願いしたい。 
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④ 業務推進部 鈴木部員 

令和 5 年 3 月 29 日 業務部会開催。年金機構、労働局、協会けんぽ各行政との定期 

連絡において出した要望事項の回答について紹介 

年金機構： 

昨年 10 月の電子申請の大幅な遅れにおいて、問い合わせ先が不明瞭であった。→  

e-gov システムについてはデジタル庁の管轄であり、書類のことについては事務センタ 

ーとなる。 

健康保険資格取得証明書発行について → 

即日発行はできる場合とできない場合があり、できない場合は、交付予定日を説明する。 

事業主へ郵送も可能だか、昨今の郵便事情を考えると、保険証が先についてしまう場合 

も考えられる。 

算定基礎届の処理について → 

昨年の算定基礎届の処理日程は非常に時間がかかってしまった。今年度は 2 月より人

員体制を変え、電子処理担当を増員した。 

労働局： 

年度更新を電子申請でした場合の問い合わせ先は労働局へ 

雇用保険資格取得について → 

在宅勤務者取得の際に兼務役員や同居親族の申請と同様に「在宅勤務実態証明書・賃 

金台帳・出勤簿」が必要。期間は提出期限が翌月 10 日なので、大体 1 か月程度でＯＫ

ただし、遡及する場合はその時点で提出できる書類を添付していただきたい。 

特定求職者開発助成金について → 

ある管轄事業所で特開金に該当する労働者を雇用したにも関わらず、申請書が申請期 

限ギリギリまで待っても送られてこないので、労働局に問い合わせたところ、後日申請 

書の郵送があり、「事前に連絡があったため、申請期限が過ぎても対応するが、速やか 

に提出してください」とのメモが同封されていた。 

ハローワークと労働局との連携がうまくいっていなかったためであるが、原則申請主

義なので、該当するケースは書式をダウンロードして、特開金番号はブランクでもいい

ので申請して欲しい。 

協会けんぽ： 

マイナンバーカードを保険証として利用した場合、限度額認定証がなくても、高額療養 

費制度における限度額以上の支払いが不要となる仕組みが開始されている。 

各申請書の新様式について → 
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新様式への早期切り替えにご協力ください。口座振り込みは本人名義のみ※ 

申請書はスキャナで読み取るため、コピー機などで複写せず、協会けんぽのＨＰにてお

願いしている印刷設定により申請書を印刷してください。 

※受け取り代理ができるケース→口座を持っていない人（申込書類は公開しておらず個

別対応となる） 

傷病手当金申請書の返戻ルールについて → 

問い合わせ先は原則本人だが、社労士代行印が押されており、電話番号の記載があれば、

社労士に連絡があり、記載不備の返戻については令和 2 年 1 月 9 日付連合会通知済みの

通り、提出代行者欄に加えて、所在地の記載がある場合のみ本人ではなく社労士へ返戻

する。 

協会けんぽからのお願い → 

コピーの控えと返信用の封筒が入っている場合は、原則お返しをしているが、控えの返

戻をできればなるべくやめていただきたい。控えの入った書類は別に分けて処理するた

め、控えがない書類より、余分な時間がかかっている。特定記録郵便などを活用して送

達方法の変更の検討協力をお願いします。 

4 月から労基法の改正により 60 時間以上の残業の場合、割増率が上がることが中小企業 

も義務化された件 

末締め以外の締めの場合 60 時間のカウントはいつから始める？ 

4/1～の残業が 60 時間を超えた場合で計算をする 

例：15 日締 3/16～3/31 残業 60 時間 4/1～15 残業 20 時間合計 80 時間の場合は該当

せず。 

60 時間以上の割増率が上がることにより、社会保険の月額変更の固定的賃金の上昇に

該当するので、月額変更を確認するように（中年金事務所より） 

4 月以降初めて 60 時間を超えた残業が発生し、1.5 の割増率が適用された場合に固定的

賃金が上昇したとみなす。年金機構では職員へ通達済み（中年金、鶴見年金事務所で問

い合わせしたところ上記の回答であった）ただし、他の年金事務所で違う回答が出たこ

ともあるので、機構でも今のところ徹底してる認識ではないようだが、「支給率」が変

動した固定的賃金とみなすことは間違いなし 

会計検査院の算定基礎調査に請負金額、料率間違いが多いため、算定調査の調査対象が

一括有期事業 

⑤年金関係事業部 朝野部員 

3 月 15 日に部会が開催された。新人相談員研修（OJT）が３月、4 月に行われるので、
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その確認が行われた。各年金事務所の勤務の問題点等話し合われた。令和５年度の横須

賀年金事務所の相談員は、横須賀支部から３名、他支部から 3 名という状況です。 

⑥労務相談室 中島相談員（欠席のため） 

特になし 

⑦年金相談センター 遠藤相談員 （欠席のためコメントで） 

相談は対面では実施していない。 

⑧綱紀委員会 杉澤副委員長 

3 月 20 日に委員会が開催されたが、欠席となってしまった旨説明があった。 

⑨政治連盟 奥津幹事 

神奈川県統一地方選が今度の日曜日に行われるので投票をお願いしたい。 

幹事会は 5 月 8 日に予定されており、令和 5 年度体制が決まる予定。 

政治連盟の加入率が減少している。趣旨をよくご理解の上、加入をお願いしたい。 

⑩理事会・支部長会 吉川支部長 

３月 7 日の理事会では、滞納会員の対応について話し合い、６月の総会の議案に対する確

認が行われた。横須賀支部では滞納の該当会員に声かけを行った結果、全会員の支払いが

行われ、現在滞納会員はなしとなった。 

2. 支部事業報告 吉川支部長 

支部会資料に基づき、すでに経過した事業分の報告が行われる。 

今後の予定についても決定されているものについて説明がある。 

8 月の支部会は土曜日を予定しているが、勤務会員等広く参加いただきたい。 

3. 当面の支部事業（行政協力）における協力会員の選任 吉川支部長 

７月 6 日、7 日、10 日に行われる予定の労働保険年度更新受付事務を担当する会員の 

選任が行われる。各日 2 名、計 6 名のところ 5 名まで決定。１名は引き続き募集。 

4. 5. 5 年度神奈川県社会保険労務士会通常総会および政治連盟定期総会代議員の

選出 吉川支部長 

６月 9 日開催予定の５年度神奈川県社会保険労務士会通常総会および政治連盟定期総 

会代議員の選出が行われる。八木会員が立候補し、他の５名は役員からの選出となる 

予定。 

6. ５年度全国安全週間 横須賀地区大会参加者募集 櫻井幹事 

   ６月 21 日開催の全国安全衛生週間 横須賀地区大会参加者の募集が行われる。今年 

度は人数制限がなくなっており、今までは参加人数が少なかったため、資料「安全の

しおり」は支部会費からの支出となっていたが、今回参加人数によっては実費負担を 
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お願いすることになるかもしれない。希望する方は役員まで。特別講師として横浜国 

大の准教の講演を予定。 

６月 30 日に労働基準監督署にて、来年度から労働時間法制の対象となる運輸業のト 

ラック協会および荷主の事業者向け研修会が開かれる。希望される方は専用の申し込 

みアドレスがあるので連絡を。 

7. 支部相談事業実施要領について 水田幹事 

   令和４年度、相談事業に携われた先生方にお礼申し上げます。 

   5 年度も同様の頻度で行われる。 

   県会での会計変更に伴い、今年度互助会からの費用補填がなくなったため、実施要領

の「相談員は互助会会員である」という要件が撤廃されます。実施要領の変更が整い

ましたらホームページに記載しますが、出来次第メールにてお知らせします。 

   ２４期の相談会のスカイプが立ち上がる予定です。相談員以外にも希望される方は朝

野幹事にご連絡ください。 

   7 士業無料相談会はモアーズの 1 階か 8 階か決まっていない。 

8. 互助会費納入について 鈴木会計幹事 

  すでに多くの先生に納入いただいておりますが、まだの方は納入をお願いいたします。 

9. その他連絡事項（質疑応答含む） 

  吉川支部長 

第 1 回支部会をもって第 23 期の役員の任期は終了いたします。皆様ありがとうござい 

ました。年配の先生方が廃業され、とても寂しいことでありますが、先人が残してくれ

た支部の良さを残していきたい。懇親会では皆様に少しずつお話しいただきたいと思い

ます。 

以上 

 


